
平成28年１月15日に発生した軽井沢スキーバス事故を踏まえ、実効性ある対策の方向性をとりまとめ。
＜検討の基本的考え方＞
・平成24年の関越道事故後の対策を含むこれまでの安全対策を徹底的に再検証すること
・関係事業者に法令遵守を改めて徹底し、悪質事業者には、市場からの退出を含め、厳しい態度で臨むこと
・利用者の視点に立ち、ソフト・ハード両面の施策を多角的に講ずること

軽井沢スキーバス事故対策検討委員会
中間整理（H28.3.29）の概要

（４）ハード面の安全対策の充実

・ ドライブレコーダーによる車内外の映像の記録・保存、当該映像を活用した指導・監督の実施の義務付け

・ シートベルトの着用徹底や補助席へのシートベルトの設置の義務付け

速やかに講ずべき事項

・ 先進安全技術が搭載された新型車への代替の促進

今回の事故：ドライブレコーダーや先進安全技術等が搭載されていない車両による運行

今後具体化を図るべき事項

（３）運転者の技量のチェックの強化

・ 新たに雇い入れた全ての運転者に適性診断の義務付け（現在、過去３年以内に受診したことのある者は免除）

・ 初任者（直近１年間に乗務していなかった車種区分の乗務を含む。）及び事故を起こした運転者に対する実技訓練の
義務付け

今回の事故：長年大型バスの乗務経験が乏しい運転者が乗務

・ 運行管理者等の在り方の見直し

引き続き検討すべき事項

速やかに講ずべき事項

（１）貸切バス事業者に対する事前及び事後の安全性のチェックの強化

・ 複数回にわたり法令違反を是正・改善しない事業者に対し、事業許可の取消し等の厳しい処分の実施

・ 輸送の安全に特にかかわる事項を中心とした処分量定の引上げ

今回の事故：事故発生前に実施した監査や処分で是正を指示していたにもかかわらず、事故発生後、安全管理上の問題を確認

・ 事業許可の再取得要件の厳格化

・ 運行管理者資格の返納・再取得要件の厳格化

・民間団体等の活用による監査事務を補完する仕組みの構築
（トラックは導入済）

・ 監査後に違反事項が改善したかどうかを速やかに確認

・最低保有車両数の引上げ、一定以内の車齢の

義務付け

・事業許可の更新制の導入

・罰則の強化

速やかに講ずべき事項

今後具体化を図るべき事項 引き続き検討すべき事項

（２）旅行業者等との取引環境の適正化、利用者に対する安全性の「見える化」

今回の事故：届出運賃の下限を割った運賃による運行

・ 利用者への貸切バス事業者名の提供

・ 貸切バス事業者と旅行業者間で取り交わす書類における、運賃・料金の上限・下限額の明記、また、手数料等の確認

・ 運賃・料金の情報に関する通報窓口の設置

・貸切バス事業者と旅行業者が連携し、利用者に対し、旅行商品
に係る貸切バスの安全情報を提供する仕組みの構築

・車体等への先進安全技術の搭載状況の表示

・旅行業者への行政処分等の強化

・ランドオペレーターに対する法規制等の仕組みの
構築

速やかに講ずべき事項

今後具体化を図るべき事項 引き続き検討すべき事項

資料１
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平成28年3月 平成28年末
以降

平成28年夏 平成29年春
軽井沢スキーバス事故対策検討委員会 中間整理 工程表

中間整理 総合的な対策

緊急対策の実施（①、②）

（１）事業参入後の安全確保についてのチェックの強化

運行管理者の把握に関するシステムの開発、実施体制の整備（⑧）

（２）旅行業者を含めた安全確保のための対策の強化

事業停止、事業許可取消処分の対象範囲の
拡大等に関する通達等の改正（④、⑧）

監査や行政処分に関する運用基準等の検
討・策定（②～⑦）

監査に必要な書類の備付け
義務化等に関する省令等の
改正（②～⑦）

検討委員会における「総合的な対策」の
検討（別紙２、３）

緊急対策の実施（①、②）

運送申込書/引受書の記載事項の追加等に
関する省令等の改正（③～⑤）

検討委員会における「総合的な対策」の
検討（別紙２、３）

検討委員会において具体化が図られたもの、又は実施に向けた
結論が得られたものについて、制度改正等の実施（別紙２、３）

運輸安全マネジメントに関して評価実施の
優先順位の設定、評価の開始（⑨）
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手数料等に関する通報窓口等の設置
（⑥、⑦）

検討委員会において具体化が図られたもの、又は実施に向けた
結論が得られたものについて、制度改正等の実施（別紙２、３）
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監査事務の効率化策の検討（⑦）
監査事務の効率化のためのマニュアル等の整備、
実施体制の整備（⑦）

別
紙
４



平成28年3月 平成28年末
以降

平成28年夏 平成29年春
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中間整理 総合的な対策

緊急対策の実施（③）

直近１年間に乗務していない車種区分の自
動車を運転する者に実施する指導・監督の
内容等の検討（③）

指導・監督の実施の義務付
けの範囲に関する省令の改
正（③）

検討委員会における「総合的な対策」の
検討（別紙２、３）

緊急対策等の実施（④、⑤）

（３）運転者の運転技術等のチェックの強化

乗務員台帳の記載事項等に関する省令等の
改正（①、②）

初任運転者等に対して義務化する実技訓練
の内容・期間等の検討（③）

初任運転者等に対する実技訓練の義務化に関する告示の
改正（③）

（４）ハード面での安全対策の強化

連絡会議等におけるＡＴ導入等に関する検討
の開始（②、③、⑤）

車体強度に関する省令の改正（⑦）

補助席のシートベルトに関する技術基準等
の検討（⑥）

検討委員会において具体化が図られたもの、又は実施に向けた
結論が得られたものについて、制度改正等の実施（別紙２、３）

検討委員会における「総合的な対策」の
検討（別紙２、３）

検討委員会において具体化が図られたもの、又は実施に向けた
結論が得られたものについて、制度改正等の実施（別紙２、３）

（５）事業参入の際の安全確保に関するチェックの強化

検討委員会における「総合的な対策」の
検討（別紙２、３）

検討委員会において具体化が図られたもの、又は実施に向けた
結論が得られたものについて、制度改正等の実施（別紙２、３）

ドライブレコーダーの性
能基準等の検討（①）

ドライブレコーダーの義務化
に関する省令の改正（①）

記録の活用方法
の検討（①）

軽井沢スキーバス事故対策検討委員会 中間整理 工程表
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補助席のシートベルトの設置
義務化に関する省令の改正（⑥）




